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官公需法に基づく

「令和６年度国等の契約の基本方針」

の概要等について

資料１



始めに
官公需を巡る現状
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• 政府が目指す「成長と分配の好循環」において、賃上げは重要な政策の柱。しかし、1人当たりの実質賃金の伸
びは、過去30年近く他の先進国に比して低水準で推移。

• 2024年度は、物価高騰や人手不足等を背景に、従業員300人未満の企業における春闘賃上げ率が、1992年
度以来32年ぶりの伸びとなる4.45％を記録。

１．中小企業の賃上げの現状
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(従業員300人未満)

（出所）日本労働組合総連合会「2023春季生活闘争まとめ」
を基に経済産業省作成。

（資料）総務省「消費者物価指数」を基に経済産業省作成
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２．政労使の意見交換（３月１３日）

岸田総理 発言
本日は、春季労使交渉の集中回答日であり、経団連会長から、多くの大手企業で、昨年を大きく上回る水準の回答が出たとの御報告があ

りました。昨年を上回る力強い賃上げの流れができていることを心強く思います。 ３０年続いたコストカット型経済からいよいよ次のス
テージに移行していくために、良い動きを確認できたと思います。

その上で、中小企業関係団体などの皆さんからは、賃上げを予定している中小企業は昨年より増えているが、大企業における高い賃
上げの動きが中小企業・小規模企業に広がっていくためには、労務費の価格転嫁が鍵となるとの発言があり

ました。正に、中小・小規模企業における十分な賃上げによって裾野の広い賃上げが実現していくことが
大切です。 政府としては、このような賃上げの流れを継続できるよう、あらゆる手を尽くしてまいり
ます。

まず、下請法違反行為については、勧告を含め、厳正に対処していきます。また、公取委員長から報告がありまし

たが、労務費指針の周知・徹底状況の把握に向けたフォローアップのための特別調査を実施するとともに、取組が不十分な事業者について
独占禁止法に基づき事業者名を今月中に公表することをお願いいたします。
加えて、昨年１１月に策定した労務費指針の下、特に対応が必要とされている２２業種について、各省庁は、本日の村井官房副長官の中

間報告も踏まえ、自主行動計画の実施状況の把握、策定・改定等について加速をお願いします。
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Ⅰ.官公需の基礎知識
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⚫ 「官公需」とは、国や地方公共団体等が、物品購入、役務・サービスの提供依頼、工事の発注を

行うこと。（庁費の契約及び公共工事が主対象で、委託費等政策経費は含まない）

⚫国等（省庁、独立行政法人、国立大学法人等）の官公需総額※は約９.５兆円。

⚫地方公共団体の官公需総額※2は約1７.５兆円。

１．官公需の全体像

※ 令和４年度実績。※２ 令和４年度実績。調査の対象は都道府県（４７）、⼈⼝１０万⼈以上の市（２５９）及び東京都特別区（２３）

国等（199機関） ９兆５,２８５億円

【発注内容別】

国（18機関）
５兆４,２６２億円

独法等（181機関）
４兆１,０２３億円５６.９％ ４３.１％

【機関別】

物件２兆７,２６４億円
（物品購入、印刷等）

工事３兆７,９２５億円
（道路整備、庁舎整備等）

役務３兆０,０９６億円
（庁舎管理、通信等）２８.６％ ３１.６％ ３９.８％

国等の全体像（令和４年度実績）
【官公需総額】

（注） 金額は、それぞれの機関からの金額の積み上げ、端数処理のため、合致しない場合がある。 5



２． 「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」の概要

◆ 「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律（昭和

４１年法律第９７号）」（以下、官公需法）は、国等が調達を行う際

には、中小企業の受注機会の増大に努力するよう定めた法律。

◆ 毎年度、中小企業向け契約目標比率・金額等を定めた｢国等の契約

の基本方針｣を閣議決定し 【官公需法第４条】、各府省は基本方針に即して、

それぞれの機関における「契約の方針」を作成。【同法第５条】

◆ 各府省は、毎会計年度又は毎事業年度終了後、中小企業との契約

実績を経済産業大臣に通知、経済産業大臣は遅滞なくその内容を公表。

【同法第６条】

◆ 地方公共団体も、国に準じて取組を行うよう努める。【同法第８条】
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３．「中小企業者に関する国等の契約の基本方針」の概略

◆ 国は、毎年度、中小企業者の受注の機会の増大を図るための基本的な

方針（中小企業者に関する国等の契約の基本方針（以下、基本方

針））を作成 【官公需法第４条第１項】

◆ 基本方針に記載すべき事項 【同法第４条第２項】

・ 中小企業者の受注機会の増大の意義及び目標（契約比率・金額等）に関する事項

・ 中小企業者の受注機会の増大のために国等が講ずる措置に関する基本的な事項

・ 新規中小企業者及び組合の活用に関する基本的な事項

・ その他、中小企業者の受注機会の増大に関し必要な事項

◆ 経済産業大臣は、基本方針案の閣議決定を求め 【同法第４条第３項】 、

閣議決定後、遅滞なく基本方針を公表 【同法第４条第４項】
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４．国等の官公需契約目標、契約実績の推移 （単位：億円、％）

官公需

総予算額

中小企業・小規模

事業者向け実績額
比率

官公需

総実績額

中小企業・小規模

事業者向け実績額
比率

昭和41年 18,850 5,050 26.8 18,850 4,891 25.9

… … … … … … …

平成25年 74,068 41,902 56.6 79,615 42,779 53.7

平成26年 77,204 43,744 56.7 74,278 39,211 52.8

平成27年 72,388 39,568 54.7 71,032 36,097 50.8

平成28年 70,442 38,791 55.1 74,529 38,338 51.4

平成29年 69,347 38,185 55.1 74,951 38,251 51.0

平成30年 73,110 40,294 55.1 78,188 40,032 51.2

令和元年 78,710 43,369 55.1 82,687 44,767 54.1

令和２年 79,082 47,449 60.0 94,121 52,244 55.5

令和３年 79,082 48,240 61.0 92,944 46,535 50.1

令和４年 86,455 52,738 61.0 95,285 47,405 49.8

令和５年 92,784 56,598 61.0

令和６年 87,799 53,557 61.0

目標

年度

実績
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（単位：億円）

年度

契 約 実 績

官公需総額
(A)

中小企業・小規模事業者
向け(B)

比率（％）
(B)/（A）

平成25年度 143,778 106,954 74.4

平成26年度 152,790 114,830 75.2

平成27年度 142,303 106,068 74.5

平成28年度 146,753 107,752 73.4

平成29年度 144,827 108,068 74.6

平成30年度 147,678 110,302 74.7

令和元年度 161,383 120,832 74.9

令和２年度 165,678 121,846 73.5

令和３年度 167,106 122,275 73.2

令和４年度 175,451 126,735 72.2

地方公共団体の実績は、調査対象である都道府県、人口10万人以上の市及び東京都特別区の数値を合計したもの。

５．地方公共団体の契約実績の推移（直近10年）
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【参考】令和４年度 国等の中小企業・小規模事業者向け契約実績 （単位：億円）

（注1） 計の欄の金額は、各府省等から令和４年度の実績として提出されたそれぞれの金額の積み上げであるが、端数処理のため、合致しない場合がある。
（注2） 括弧書（［ ］）は、金額が５千万円未満であることを示す。

物　件 工　事 役　務 計 物　件 工　事 役　務 計　 物　件 工　事 役　務 計

衆 議 院 19 24 130 173 10 8 28 47 [0] 54.5 32.7 21.9 26.9 0.21

参 議 院 4 8 11 24 3 2 4 9 [0] 67.1 28.1 32.4 36.7 0.56

最高裁判所 36 129 203 369 22 56 47 126 3 62.4 43.4 23.3 34.2 0.91

会計検査院 1 [0] 5 6 1 [0] 2 2 [0] 84.0 43.2 30.4 37.5 4.37

内 閣 ・ 内 閣 府 384 825 1,115 2,323 148 627 366 1,141 34 38.5 76.0 32.8 49.1 1.47

デ ジ タ ル 庁 1 [0] 657 658 1 [0] 37 38 7 53.9 75.7 5.6 5.7 1.13

復 興 庁 1 0 2 3 1 0 1 2 [0] 75.7 0.0 50.7 57.7 0.53

総 務 省 77 4 132 214 20 2 68 90 4 26.2 48.1 51.4 42.3 1.75

法 務 省 506 555 713 1,775 220 100 210 529 16 43.4 17.9 29.4 29.8 0.91

外 務 省 12 4 45 61 9 1 27 38 6 75.4 32.0 60.3 61.3 10.27

財 務 省 166 151 409 726 107 135 221 462 17 64.4 89.2 54.0 63.7 2.35

文部科学省 456 10 64 531 435 10 33 478 1 95.4 94.8 51.8 90.1 0.26

厚生労働省 4,194 97 964 5,254 830 53 352 1,234 18 19.8 54.6 36.5 23.5 0.34

農林水産省 97 1,588 1,315 3,000 62 1,198 912 2,171 26 63.4 75.4 69.4 72.4 0.87

経済産業省 15 1 150 165 9 [0] 89 98 2 63.2 47.4 59.3 59.5 1.33

国土交通省 1,311 19,823 8,122 29,255 551 14,680 3,203 18,435 335 42.1 74.1 39.4 63.0 1.14

環 境 省 19 45 297 361 10 35 89 134 3 55.6 77.3 30.0 37.2 0.93

防 衛 省 3,219 4,649 1,497 9,365 2,224 1,697 965 4,886 123 69.1 36.5 64.5 52.2 1.32

国 計 10,517 27,914 15,832 54,262 4,663 18,604 6,655 29,922 598 44.3 66.6 42.0 55.1 1.10

公 庫 等 計 16,747 10,011 14,265 41,023 7,626 4,166 5,691 17,483 458 45.5 41.6 39.9 42.6 1.12

国 等 計 27,264 37,925 30,096 95,285 12,289 22,770 12,346 47,405 1,056 45.1 60.0 41.0 49.8 1.11

各 府 省 等 名
官 公 需 総 実 績 額 (A)

中 小 企 業 ・ 小 規 模 事 業 者 向 け

契 約 実 績 額 (B)

新規中小

企業者向

け契約実

績額 (C)

 B／A　(%) Ｃ／Ａ

(%)
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Ⅱ.令和６年度の
 官公需の基本方針
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１．令和６年度の基本方針のポイント

◆ 国等の中小企業・小規模事業者向け契約目標（令和６年度）

・ 中小企業・小規模事業者向け 比率 ６１％

金額 ５兆３,５５７億円

・ 新規中小企業者（※）向け（比率のみ） 比率 ３％以上

                               ※ 創業１０年未満の中小企業・小規模事業者

◆ 基本方針における新たな措置等

・ 労務費、原材料費、エネルギーコスト等の上昇時における請負代金額

の変更の的確な実施

・ スタートアップに係る取組

◆その他の見直した主な点

・ 令和６年能登半島地震に係る対応
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◆昨今の社会・経済情勢を踏まえ、以下の措置事項等を記載。

① 公共工事の発注に当たって、労務費、原材料費、エネルギーコスト等の

実勢価格を反映した適正な請負代金の設定や適正な工期の確保につ

いて、契約後の状況に応じた必要な契約変更の実施も含め適切に対応。

 特に、労務費、原材料費、エネルギーコスト等の上昇時における請負

代金額の変更の的確な実施のため、あらかじめ、当該変更についての条

項を契約に適切に設定するとともに、当該条項の運用基準を策定しておく。

２．令和６年度に新たに講ずる主な措置等

労務費、原材料費、エネルギーコスト等の上昇への対応
【第2-４ (5)】
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② 物件及び役務の契約についても、工事と同様に原材料費、エネルギーコ

スト等の実勢価格に変化が生じた場合には、契約金額を変更する必要

があるか否かについて検討し、契約変更の実施も含め、適切に対応。

また、受注者からコスト上昇に伴う契約金額の変更について申出があった

場合には、迅速かつ適切に協議し、その旨の条項を予め契約に入れるな

ど受注者からの申出が円滑に行われるよう配慮。

２．令和６年度に新たに講ずる主な措置等

労務費、原材料費、エネルギーコスト等の上昇への対応
【第2-４ (5)】
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③ 「経済財政運営と改革の基本方針2023」において、原材料費やエネル

ギーコストの適切なコスト増加分の全額転嫁を目指し、取引適正化を推

進し、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」の趣旨を

最大限に考慮する。

２．令和６年度に新たに講ずる主な措置等

労務費、原材料費、エネルギーコスト等の上昇への対応
【第2-４ (5)】
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◆以下の考え方により、現行の記載内容について追記修正。

① 契約前において、最低賃金額の改定を反映させた適切な予定価格を

作成するため、最低賃金額の改定見込額も考慮するとともに、入札希望

者に対し最低賃金額の改定見込額も考慮した上で入札することを周知。

② 契約後において、受注者に対する契約変更の必要性の確認については、

一昨年度実施した「最低賃金額の改定に伴う官公需契約の金額見直し

に関するフォローアップ調査」の結果を踏まえ、最低賃金又はその近傍の人

件費単価の被用者が用いられる可能性がある役務契約に重点化するこ

ととし、清掃、警備、洗濯、建物管理、電話交換といった特定の役務契

約を例示。

最低賃金額の改定に伴う契約金額の見直し
【第2-4 (4)】

３．その他、特に留意いただきたい措置等の概要①
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３．その他、特に留意いただきたい措置等の概要②

◆ 原則として一般競争に付さなければならない、国や地方公共団体等の

契約においては、適切な予定価格の作成が発注者側としての責務。

◆ これまで、特に問題なく落札されているという理由のみで、安易に前年度

を踏襲した予定価格を採用することは、不当に低い落札価格により落札

者に過度な負担を強いることやその業界全体の低落札価格化を招くなど、

健全な競争を阻害する恐れ。

◆ そのためには、社会保険料や最低賃金（改定見込み含む）を適切に

考慮した人件費単価や、最新の実勢価格・需給状況等を踏まえた原材

料費、エネルギー価格を用いた予定価格の算定が必須。

適切な予定価格の作成
【第2-４(２)、2-５(４)、2-7(３)など】
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◆ 地域のガソリンスタンドは、地方自治体等との間で、災害時の燃料供給

協定を積極的に締結し、災害時の安定供給に重要な役割を担っています。

◆ 一方、平時における燃料調達では、一般競争による入札の結果、域外

の者との契約となるなど、平時では交流もほどんど行われておらず、事業継

続が困難な状況に直面しているといった事例も報告されています。

◆ このため、平時においても燃料供給が安定的に行われる環境を維持して

いくことの重要性に鑑み、燃料調達を行う際には、一定の要件の下に、災

害時の燃料供給契約を締結している石油組合との随意契約を行うこと

ができることに留意するとともに、一般競争入札による調達する場合には、

適切な地域要件の設定を行うこと及び分離・分割発注等を行うこと。

中小石油販売業者への配慮事項の明確化
【第2-３(７)】

３．その他、特に留意いただきたい措置等の概要①
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・本資料は（https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/kankouju/hoshin/reference/oil_20230425.pdf）
に掲載中

【参考】中小石油販売業者への配慮事項ついての要請文書

◆ 令和５年度の基本方針の決定に合わせて、資源エネルギー庁長官、中小企業庁長官の連名で、

各都道府県に対して「官公需における中小石油販売事業者に対する配慮について」の文書を発出。

◆ 当該文書では、基本方針で明確化した「中小石油販売業者に対する配慮について」の解説を行う

とともに、各都道府県内の市区町村に対して周知を依頼。

19
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３．その他、特に留意いただきたい措置等の概要②

◆ 物件及び役務の発注において、発注内容に著作権等の知的財産権が

含まれる場合には、当該知的財産権の取扱いについて書面による明確

化に努める。

◆ また、調達コストの適正化や著作物の二次的活用を図る観点から、コン

テンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第２条第１項のコンテ

ンツに該当し、著作権等の知的財産権の発生が含まれる場合には、発注

者は当該知的財産権の全部又は一部を譲り受けず受注者に帰属させる

コンテンツ版バイ・ドール契約の活用の促進に努める。

知的財産権の取扱い
【第2-2 (5)】
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（※）印刷物：塗工紙を使用するポスター、パンフレット、広報誌等や、上質紙を用いる報告書、手引き等の各種冊子等。

【参考】官公需印刷物の入札・契約に関する実態調査結果（地場産業振興の重要課題）

◆ 総務省・経済産業省では、地方公共団体における印刷物（※）の入札・契約の実態を把握するため、令和

4年10月より全都道府県・市区町村を対象とした調査を実施。

◆ 知的財産権の帰属について市区町村では「発注者」とする回答が最も多く、コンテンツ版バイ・ドール契約を

実施している都道府県は7団体（15.2％）、市区町村は57団体（3.2％）にとどまった。

◆ 調査結果をみると、知的財産権が必ずしも受注者に帰属しないケースが大勢を占めており、印刷事業者の

知財を活用した新たな事業創出において、大きな課題となっている。

◆ 地方公共団体においては、前例にとらわれることなく、受注者の知的財産権に配慮した契約を改めて検討いた

だくとともに、コンテンツ版バイ・ドール契約の能動的な導入が強く求められる。

【知的財産権の帰属】 【印刷物の発注におけるコンテンツ版バイ・ドール契約の状況】

知的財産権が
受注者に確実に
帰属する割合は、
都道府県で1/４、

市区町村では
僅か1/100程度

⇐都道府県では
8割超が未実施

ほぼ全ての市区町
村が未実施⇒
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・本資料は（https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/kankouju/hoshin/reference/insatsu.pdf）に掲載中

【参考】官公需における知的財産への配慮に係るPR資料

◆ 経済産業省では、官公需における知的財産への配慮に係るPR資料を作成。

◆ PR資料では、コンテンツ版バイ・ドール条項入りの契約書フォーマットも紹介。

コンテンツ版
バイ・ドール
契約導入の際
は、左記URL
のひな形をご
活用いただけ
ます。
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【参考】官公需における知的財産への配慮に係る通知

◆ 経済産業省では、令和5年10月16日付で各都道府県商工担当課宛てに「官公需印刷物の入札・契約に

関する知的財産権等の取扱いについて（通知）」を発出。

◆ 総務省では、令和5年10月20日付で各都道府県財政担当・契約担当・市区町村担当及び各指定都市

財政担当・契約担当宛てに「官公需印刷物の入札・契約に関する取扱いについて（通知）」を発出。

◆ 受注者の知的財産権に配慮した契約やコンテンツ版バイ・ドール契約等を積極的に活用するよう依頼。
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第２．中小企業者の受注の機会の増大のために国等が講ずる
措置に関する基本的な事項

第１．中小企業者の受注の機会の増大の意義及び目標に関
する事項

１．官公需情報の提供の徹底
（１）個別発注情報の提供と説明
（２）官公需情報ポータルサイトによる情報提供
（３）中小企業基盤整備機構による情報提供
（４）官公需に関する相談体制の整備

１．中小企業者の受注の機会の増大の意義

２．中小企業・小規模事業者向け契約目標
  ⇒ 中小企業者向け契約目標：比率６１％、５兆３，５５７億円

国等全体で引き続き６１％を目指す。
  新規中小企業者向け目標は、引き続き３％以上を目指し、取組を加
速して着実な目標達成を図る。

スタートアップが含まれ得る新規中小企業者の受注機会の増大に向けた
方策について記載。

３．各省各庁の長及び公庫等の長による契約の方針の作成及びその推進
体制の整備

赤色部分：新規又は拡充

３．中小企業・小規模事業者の特性を踏まえた配慮
（１）小企業者を含む小規模事業者の特性を踏まえた配慮
（２）技術力のある中小企業・小規模事業者に対する受注の機会の増大
（３）地域の中小企業・小規模事業者等の積極活用
（４）中小企業・小規模事業者の適切な評価
（５）中小建設業者に対する配慮
（６）事業継続力が認められる中小企業・小規模事業者に対する配慮
（７）中小石油販売業者に対する配慮
（８）創意工夫のある中小企業・小規模事業者の参入への配慮
（９）外注における地域の中小企業・小規模事業者の活用、適正な人件

費確保等の周知
（10）中小企業・小規模事業者の資金繰りへの配慮

４．令和６年度 国等の契約の基本方針案の構成①

２．中小企業・小規模事業者が受注しやすい発注とする工夫
（１）総合評価落札方式の適切な活用
（２）分離・分割発注の推進
（３）適正な納期・工期、納入条件等の設定
（４）調達・契約手法の多様化における中小企業・小規模事業者
        への配慮
（５）知的財産権の取扱いの明記
（６）同一資格等級区分内の者による競争の確保
（７）中小企業官公需特定品目等に係る受注の機会の増大
（８）調達手続の簡素・合理化
（９）地方公共団体と連携した「働き方改革」に留意した発注の共有
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第３．新規中小企業者及び組合の活用に関する基本的な事
項

（１）国等の契約の基本方針の普及及び徹底等
（２）国等の契約の基本方針の措置状況の通知及び情報の公表

１．新規中小企業者の活用に関する基本的な事項
（１）新規中小企業者への配慮
（２）地方公共団体と連携した地域の新規中小企業者への配慮

２．組合の活用に関する基本的な事項
（１）事業協同組合等、官公需適格組合の受注の機会の増大
（２）官公需適格組合の活用

第４．第１から第３までに掲げるもののほか、中小企業者の受
注の機会の増大に関し必要な事項

７．地方公共団体への協力依頼
（１）国等の契約の基本方針の要請等
（２）国等の基本方針に準じて講じられた措置の実施状況の公表 
（３）連携推進体制の活用

５．東日本大震災の被災地域等の中小企業・小規模事業者に対する配
慮

（１）官公需相談窓口における相談対応
（２）適正な納期・工期の設定及び代金の迅速な支払
（３）地域中小企業の適切な評価
（４）適切な予定価格の作成
（５）科学的・客観的根拠に基づく適切な契約
（６）官公需を通じた被災地域への支援

６．令和２年７月豪雨及び令和６年能登半島地震の被災地域の中小
企業・小規模事業者に対する配慮（５．（１）～（４）と同様の措
置を講ずる )

⇒令和６年能登半島地震の被災地域の中小企業者等への配慮を追加

４．令和６年度 国等の契約の基本方針案の構成② 赤色部分：新規又は拡充

４．ダンピング防止対策、消費税の円滑かつ適正な転嫁等の推進
（１）ダンピング防止推進の周知
（２）適切な予定価格の作成
（３）低入札価格調査制度の適切な活用等
（４）最低賃金額の改定に伴う契約金額の見直し
（５）労務費、原材料費、エネルギーコスト等の上昇への対応

⇒ 「物価高に負けない賃上げ」の実現に向けて、労務費、原材料費、
エネルギーコスト等への上昇への対応について、官公需においても価
格転嫁を進めるため、以下の措置を追加。
①公共工事における、契約後の請負代金額の変更について定めるい

わゆるスライド条項の適切な運用を行うこと、
②物品・役務の契約において、受注者から契約変更の申出があった

際の協議の迅速化・円滑化への配慮を行うこと、
③物価への対応に当たり、適切なコスト増加分の全額転嫁を目指す

こととしている政府方針（※１）、労務費については「労務の指針」
（※２）の趣旨を最大限に考慮することを追加。

※１：経済財政運営と改革の基本方針2023
※２：労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する方針

（６）消費税の適格請求書等保存方式（インボイス制度）に関する適切
な対応
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Ⅲ.官公需適格組合
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（※）特例

 ・ 証明を受けた官公需適格組合は、競争契約参加資格審査において、生産・販売高、資本金などについて、組合の数値に組合員

の数値を合算される特例があります。

 ・ 特例を受けることにより、上位の等級に格付けされる可能性があります。

１. 官公需適格組合制度について

・｢官公需適格組合名簿｣及び「官公需適格組合便覧｣を中小企業庁ホームページにて公表しています。
（https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/kankouju/tekikaku_kumiai_meibo.pdf）
（https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/kankouju/kumiai_binran/index.html）

◆ 経営規模の小さな中小企業１社では受注が難しい高額の案件でも、

数社で共同して受注すれば、確実に契約を履行できる場合があります。そ

の対応策の１つとして、協同組合等による官公需の共同受注があります。

◆ 官公需適格組合制度は、中小企業の共同受注を進めるため、一定の

要件を満たす協同組合等を中小企業庁（各地方経済産業局）が証明

する制度です。

◆ 官公需適格組合は、入札参加の際に特例（※）の対象となります。

◆ 官公需適格組合の数（令和６年６月末現在）：899組合
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国等 地方公共団体（※1）

年度 件数 金額（千円） 件数 金額（千円）

平成30年度 － 10,631,366 － 100,242,676

令和元年度 5,393 12,771,447 29,176 86,421,872

令和２年度 3,810 12,994,575 30,419 83,077,657

令和３年度 3,765 18,250,397 49,825 134,383,992

令和４年度 3,671 17,501,762 29,864 126,221,261

（※1）対象は、都道府県、人口10万人以上の市及び東京都特別区とし、回答があった数値を合計したもの。

（※2）件数調査は未実施。

２. 官公需適格組合との契約実績

（※2）

出典：各年度の「中小企業の受注機会の増大のための措置状況調査」 中小企業庁
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３．（ご参考）官公需適格組合証明申請のオンライン化について

◆官公需適格組合の証明に関する申請手続について、昨年７月（第２四

半期）からオンライン申請に移行しました。

◆これに伴い、証明を受けようとする組合が行う証明の申請、中間資料の提

出等、官公需適格組合に関する諸手続については、従来の紙媒体の提

出ではなく、電子メールにて行います。

◆また、この電子化の動きに合わせて、手続フローの見直し、様式の見直し

等を行いました。

官公需適格組合証明申請のオンライン化に関する説明資料、関係規程類は、中小企業庁ホームページにて公表しています。

○説明資料について
（https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/kankouju/tekikaku_kumiai/shinsei_online.pdf）

○関係規程類・様式について
（https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/kankojutekikaku_shinsei.html）
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